
�愛媛県告示第９７号
次のように公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「

法」という。）第２条第１項の規定に基づく埋立ての免許の

出願があった。

法第３条第１項に規定する書面及び関係図書は、愛媛県庁

、宇和島地方局愛南土木事務所及び愛南町役場において告示

の日から起算して３週間公衆の縦覧に供する。

平成１８年１月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 出願者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名及び住所

愛南町

南宇和郡愛南町城辺甲２４２０番地

代表者 愛南町長 谷口長治

南宇和郡愛南町城辺甲４１７９番地２

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

� １工区

南宇和郡愛南町船越３９０番から同４７１番までの地

先公有水面

� ２工区

南宇和郡愛南町船越４７１番から同１２８７番２までの

地先公有水面

イ 区域

� １工区

次の１点から真北２９８度１７分２６秒６４．４２メートル

の地点を円心とする半径６４．４２メートルの円周で１

点と２点とを結ぶ南東側の円弧、２点と３点を結ん

だ線、３点から真北１７４度１４分３４秒９．８８メートルの

地点を円心とする半径９．８８メートルの円周で３点と

４点とを結ぶ北西側の円弧、４点から２２点までを順

次に結んだ線及び２２点と１点を結ぶ春分及び秋分の

満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ＋２．１０メートル）の陸と公有水

面との接する線により囲まれた区域

基点（南宇和郡愛南町船越４７０番２地先の船越第

２物揚護岸に設置された金属鋲）は、北緯３２度５６分

５１秒、東経１３２度３０分２４秒の地点

１点は、基点から真北８１度２９分１７秒１７７．１５メート

ルの地点

２点は、１点から真北２３３度２２分１６秒５４．６２メー

トルの地点

３点は、２点から真北２６４度１４分３６秒４２．４８メー

トルの地点

４点は、３点から真北２２２度０７分１３秒１３．２５メー

トルの地点

５点は、４点から真北１７９度５９分５７秒３２．２３メー

トルの地点

６点は、５点から真北２６９度５９分５７秒４５．１２メー

トルの地点

７点は、６点から真北３５９度５９分５７秒１２．００メー

トルの地点

８点は、７点から真北２６９度５９分５７秒１０．００メー

トルの地点

９点は、８点から真北１７９度５９分５７秒１５．００メー

トルの地点

１０点は、９点から真北２６９度５９分５７秒１４．１０メー

トルの地点

１１点は、１０点から真北３５９度５９分５７秒１．００メート

ルの地点

１２点は、１１点から真北２６９度５９分５７秒３．１０メート

ルの地点

１３点は、１２点から真北１８０度００分０３秒１．００メート

ルの地点

１４点は、１３点から真北２６９度５９分５７秒３６．９０メー

トルの地点

１５点は、１４点から真北３５９度５９分５７秒１．００メート

ルの地点

１６点は、１５点から真北２６９度５９分５７秒３．１０メート

ルの地点

１７点は、１６点から真北１８０度００分０３秒１．００メート

ルの地点

１８点は、１７点から真北２６９度５９分５７秒４６．９０メー

トルの地点
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１９点は、１８点から真北３５９度５９分５７秒１．００メート

ルの地点

２０点は、１９点から真北２６９度５９分５７秒３．１０メート

ルの地点

２１点は、２０点から真北１８０度００分０３秒１．００メート

ルの地点

２２点は、２１点から真北２６９度５９分５７秒３．９８メート

ルの地点

� ２工区

次の２３点から４５点までを順次直線で結んだ線並び

に４５点と２３点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ

．Ｌ＋２．１０メートル）の陸と公有水面との接する線

により囲まれた区域

基点（南宇和郡愛南町船越４７０番２地先の船越第

２物揚護岸に設置された金属鋲）は、北緯３２度５６分

５１秒、東経１３２度３０分２４秒の地点

２３点は、基点から真北２３９度２１分２８秒１０９．２５メー

トルの地点

２４点は、２３点から真北２６９度５９分５７秒１５．０２メー

トルの地点

２５点は、２４点から真北３５９度５９分５７秒１．００メート

ルの地点

２６点は、２５点から真北２６９度５９分５７秒３．１０メート

ルの地点

２７点は、２６点から真北１８０度００分０３秒１．００メート

ルの地点

２８点は、２７点から真北２６９度５９分５７秒３６．９０メー

トルの地点

２９点は、２８点から真北３５９度５９分５７秒１．００メート

ルの地点

３０点は、２９点から真北２６９度５９分５７秒３．１０メート

ルの地点

３１点は、３０点から真北１８０度００分０３秒１．００メート

ルの地点

３２点は、３１点から真北２６９度５９分５７秒１８．０１メー

トルの地点

３３点は、３２点から真北１８３度５３分５１秒１５．００メー

トルの地点

３４点は、３３点から真北２７３度５３分５１秒１．００メート

ルの地点

３５点は、３４点から真北１８３度５３分５１秒３．１０メート

ルの地点

３６点は、３５点から真北９３度５３分５１秒１．００メートル

の地点

３７点は、３６点から真北１８３度５３分５１秒２６．９０メー

トルの地点

３８点は、３７点から真北２７３度５３分５１秒１．００メート

ルの地点

３９点は、３８点から真北１８３度５３分５１秒３．１０メート

ルの地点

４０点は、３９点から真北９３度５３分５１秒１．００メートル

の地点

４１点は、４０点から真北１８３度５３分５１秒２６．９０メー

トルの地点

４２点は、４１点から真北２７３度５３分５１秒１．００メート

ルの地点

４３点は、４２点から真北１８３度５３分５１秒３．１０メート

ルの地点

４４点は、４３点から真北９３度５３分５１秒１．００メートル

の地点

４５点は、４４点から真北１８３度５３分５１秒１３．０７メー

トルの地点

ウ 面積

１工区 １０，６７８．７５平方メートル

２工区 １３，７５９．２０平方メートル

全体 ２４，４３７．９５平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

南宇和郡愛南町船越３８９番から同７５５番を経て、同

１２８７番２に至る間の地先公有水面及び陸域

イ 区域

次のＡ点からＵ点までを順次直線で結んだ線及びＵ

点とＡ点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（南宇和郡愛南町船越４７０番２地先の船越第２

物揚護岸に設置された金属鋲）は、北緯３２度５６分５１秒

、東経１３２度３０分２４秒の地点

Ａ点は、基点から真北８０度５７分０９秒２４１．２９メートル

の地点

Ｂ点は、Ａ点から真北２０４度３４分１３秒１３９．９７メート

ルの地点

Ｃ点は、Ｂ点から真北１７９度５９分５７秒６６．３３メート

ルの地点

Ｄ点は、Ｃ点から真北２６９度５９分５７秒２５６．７９メート

ルの地点

Ｅ点は、Ｄ点から真北１８３度５３分５１秒５０．００メート

ルの地点

Ｆ点は、Ｅ点から真北２６９度５９分５７秒１００．９９メート

ルの地点

Ｇ点は、Ｆ点から真北３度３９分５３秒５８．２５メートル

の地点

Ｈ点は、Ｇ点から真北３０２度４６分３２秒２９．９７メート

ルの地点

Ｉ点は、Ｈ点から真北３１７度１１分２７秒６０．１０メート

ルの地点

Ｊ点は、Ｉ点から真北２２度４６分２６秒６５．３５メートル

の地点

Ｋ点は、Ｊ点から真北２９２度４４分２６秒３．８２メートル

の地点

Ｌ点は、Ｋ点から真北２２度３７分５６秒４１．９０メートル

の地点

Ｍ点は、Ｌ点から真北５８度２８分５１秒１６．０９メートル

の地点

Ｎ点は、Ｍ点から真北９６度０３分２１秒１２４．０７メートル

の地点

Ｏ点は、Ｎ点から真北１８５度１２分５８秒１３．２６メート

ルの地点
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Ｐ点は、Ｏ点から真北８７度３７分５１秒７８．４０メートル

の地点

Ｑ点は、Ｐ点から真北９度３５分２２秒９．２３メートルの

地点

Ｒ点は、Ｑ点から真北２７２度２６分４９秒９６．７３メート

ルの地点

Ｓ点は、Ｒ点から真北５７度３９分４９秒１９．６２メートル

の地点

Ｔ点は、Ｓ点から真北７６度５７分０２秒２８．８９メートル

の地点

Ｕ点は、Ｔ点から真北１８９度２８分３８秒５．３３メートル

の地点

ウ 面積

７５，２１０．０３平方メートル

３ 埋立地の用途

漁港施設用地 約１７，３７０平方メートル

道路用地 約５，９５０平方メートル

公用・公共施設用地 約７８０平方メートル

水路用地 約３４０平方メートル

合 計 約２４，４４０平方メートル

４ 出願年月日

平成１８年１月１６日
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�愛媛県告示第９８号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２条第１項の規

定により、次のように埋立てを免許した。

平成１８年１月２７日

北条港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 埋立ての免許を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 愛媛県知事 加戸 守行

松山市御宝町１１９番１

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

第１工区

松山市北条辻１６０３番１の地先公有水面

第２工区

松山市北条１０８２番１から同市北条辻１６０３番１までの

地先公有水面

イ 区域

第１工区

次の１点から７点までを順次直線で結んだ線及び７

点と１点を結ぶ平成１５年の秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ

．＋３．３３メートル）における陸と公有水面との接する

線により囲まれた区域

基点（松山市北条辻１６０３番１７地先の護岸上に設置さ

れた金属鋲）は、北緯３３度５８分３４秒、東経１３２度４６分

１５秒の地点

１点は、基点から真北２９度５８分４３秒２８．６９メートル

の地点

２点は、１点から真北２３度４５分３５秒３８．５２メートル

の地点

３点は、２点から真北２９３度４５分３５秒０．７７メートル

の地点

４点は、３点から真北２３度４５分３５秒８．００メートルの

地点

５点は、４点から真北１１３度４５分３５秒０．７７メートル

の地点

６点は、５点から真北２３度４５分３５秒１５．２２メートル

の地点

７点は、６点から真北３３６度０７分３１秒２．９２メートル

の地点

第２工区

次の７点から１３点までを直線で結んだ線及び１３点と

７点を結ぶ平成１５年の秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋

３．３３メートル）における陸と公有水面との接する線に

より囲まれた区域

基点（松山市北条辻１６０３番１７地先の護岸上に設置さ

れた金属鋲）は、北緯３３度５８分３４秒、東経１３２度４６分

１５秒の地点

７点は、基点から真北２４度２１分０６秒９２．２２メートル

の地点

６点は、７点から真北２３度４５分３５秒２．９２メートルの

地点

８点は、６点から真北１０８度２７分１３秒３９．０６メート

ルの地点

９点は、８点から真北１８度２７分１３秒０．７７メートルの

地点

１０点は、９点から真北１０８度２７分１３秒８．００メートル

の地点

１１点は、１０点から真北１９８度２７分１３秒０．７７メートル

の地点

１２点は、１１点から真北１０８度２７分１３秒３７．３６メート

ルの地点

１３点は、１２点から真北６３度２７分１３秒３．６８メートルの

地点

ウ 面積

第１工区 １５８．７８平方メートル

第２工区 ２２６．５６平方メートル

合計 ３８５．３４平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

第１工区

松山市北条辻１６０３番１７から同市北条１１５５番１５までの

地先公有水面及び陸域

第２工区

松山市北条１１５５番１５から同１０８２番１１までの地先公有

水面及び陸域

イ 区域

第１工区

次のＡ点からＦ点までを順次直線で結んだ線及びＦ

点とＡ点を直線で結んだ線により囲まれた区域
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基点（松山市北条辻１６０３番１７地先の護岸上に設置さ

れた金属鋲）は、北緯３３度５８分３４秒、東経１３２度４６分

１５秒の地点

Ａ点は、基点から真北１０１度０７分２０秒５．３９メートル

の地点

Ｂ点は、Ａ点から真北９９度３１分５６秒１０２．７０メートル

の地点

Ｃ点は、Ｂ点から真北３２５度５２分１２秒１２０．０８メート

ルの地点

Ｄ点は、Ｃ点から真北３３６度０７分３１秒２．９２メートル

の地点

Ｅ点は、Ｄ点から真北４度１０分３８秒２４．６６メートル

の地点

Ｆ点は、Ｅ点から真北２０４度５７分１４秒１００．６３メート

ルの地点

第２工区

次のＢ点からＣ点までを直線で結んだ線及びＣ点と

Ｂ点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（松山市北条辻１６０３番１７地先の護岸上に設置さ

れた金属鋲）は、北緯３３度５８分３４秒、東経１３２度４６分

１５秒の地点

Ｂ点は、基点から真北９９度３６分４２秒１０８．０９メートル

の地点

Ｇ点は、Ｂ点から真北２１度５４分４０秒９１．３１メートル

の地点

Ｈ点は、Ｇ点から真北２８９度３２分５０秒５２．０４メート

ルの地点

Ｉ点は、Ｈ点から真北２９３度２１分３８秒１７．０１メート

ルの地点

Ｅ点は、Ｉ点から真北２９６度１０分４３秒４０．３０メート

ルの地点

Ｄ点は、Ｅ点から真北１７６度１０分３８秒２４．６６メート

ルの地点

Ｃ点は、Ｄ点から真北１５６度０７分３１秒２．９２メートル

の地点

ウ 面積

第１工区 ５，６３２．７７平方メートル

第２工区 ５，７８３．３９平方メートル

合計 １１，４１６．１６平方メートル

３ 埋立地の用途

ふ頭用地 約３８０平方メートル

４ 埋立免許年月日

平成１８年１月１６日

�愛媛県告示第９９号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７号）第６条第１項及び第８条第１項

の規定に基づき、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を指定する。

平成１８年１月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

土 砂 災 害 警 戒 区 域 土 砂 災 害 特 別 警 戒 区 域

名 称 指 定 の 区 域
土砂災害の発生
原因となる自然
現象の種類

名 称 指 定 の 区 域
土砂災害の発生
原因となる自然
現象の種類

建築物に作用する
と想定される衝撃
に関する事項

野中
（４８２－�－２２４８�
）

宇和島市三間町音地
（次の図のとおり） 急傾斜地の崩壊

野中
（４８２－�－２２４８�
）

宇和島市三間町音地
（次の図のとおり） 急傾斜地の崩壊 次の図のとおり

権現平
（４８２－�－２２４９�
）

宇和島市三間町黒川
（次の図のとおり） 急傾斜地の崩壊

権現平
（４８２－�－２２４９�
）

宇和島市三間町黒川
（次の図のとおり） 急傾斜地の崩壊 次の図のとおり

中の谷
（４８２－�－２２５３�
）

宇和島市三間町土居垣
内
（次の図のとおり）

急傾斜地の崩壊
中の谷
（４８２－�－２２５３�
）

宇和島市三間町土居垣
内
（次の図のとおり）

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり

上切
（４８２－�－２２５９�
）

宇和島市三間町川之内
（次の図のとおり） 急傾斜地の崩壊

上切
（４８２－�－２２５９�
）

宇和島市三間町川之内
（次の図のとおり） 急傾斜地の崩壊 次の図のとおり

高曽利
（４８２－�－２２６０�
）

宇和島市三間町川之内
（次の図のとおり） 急傾斜地の崩壊

高曽利
（４８２－�－２２６０�
）

宇和島市三間町川之内
（次の図のとおり） 急傾斜地の崩壊 次の図のとおり

成家１３－５
（４８２－�－５５�）

宇和島市三間町成家
（次の図のとおり） 急傾斜地の崩壊 成家１３－５

（４８２－�－５５�）
宇和島市三間町成家
（次の図のとおり） 急傾斜地の崩壊 次の図のとおり

是能１５－４
（４８２－�－６８�）

宇和島市三間町是能
（次の図のとおり） 急傾斜地の崩壊 是能１５－４

（４８２－�－６８�）
宇和島市三間町是能
（次の図のとおり） 急傾斜地の崩壊 次の図のとおり

則１８－３
（４８２－�－８２�）

宇和島市三間町則
（次の図のとおり） 急傾斜地の崩壊 則１８－３

（４８２－�－８２�）
宇和島市三間町則
（次の図のとおり） 急傾斜地の崩壊 次の図のとおり

中ノ谷川
（４８２－１３６６）

宇和島市三間町土居垣
内
（次の図のとおり）

土石流 中ノ谷川
（４８２－１３６６）

宇和島市三間町土居垣
内
（次の図のとおり）

土石流 次の図のとおり

上金山川
（４８２－１３７７－２）

宇和島市三間町大藤
（次の図のとおり） 土石流 上金山川

（４８２－１３７７－２）
宇和島市三間町大藤
（次の図のとおり） 土石流 次の図のとおり

中金銅川
（４８２－１３９６）

宇和島市三間町田川
（次の図のとおり） 土石流 中金銅川

（４８２－１３９６）
宇和島市三間町田川
（次の図のとおり） 土石流 次の図のとおり

愛 媛 県 報平成１８年１月２７日 第１７２９号
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�愛媛県告示第１００号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する

同法第１４条第１項の規定に基づき、松山地方法務局長から次

のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。

平成１８年１月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 公共測量（地図混乱地域における基準点設置

作業）

２ 作業期間 平成１８年２月１日から

平成１８年３月１０日まで

３ 作業地域 松山市御幸一丁目、二丁目の一部地域

北御滝川
（４８２－１４０８）

宇和島市三間町三間中
間
（次の図のとおり）

土石流 北御滝川
（４８２－１４０８）

宇和島市三間町三間中
間
（次の図のとおり）

土石流 次の図のとおり

西大堀川
（４８２－２１００）

宇和島市三間町是能
（次の図のとおり） 土石流 西大堀川

（４８２－２１００）
宇和島市三間町是能
（次の図のとおり） 土石流 次の図のとおり

（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、宇和島地方局建設部及び宇和島市に備えて一般の縦覧に供

する。）

�愛媛県告示第１０１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 松山東部環状線
松山市新石手甲５５番１地先から

同市新石手甲１０１番１地先まで

旧 ７．５～１２．５ ０．１４０

新 １２．０～２０．０ ０．１４０

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 立石内子線
喜多郡内子町知清７９９番２から

同町知清６５９番１まで

旧 ２．８～５１．１
９．３～３８．４

０．２５４
０．１５５

新 ９．３～３８．４ ０．１５５

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宿毛城辺線
南宇和郡愛南町脇本８０２番６から

同町脇本７５０番２まで

旧 ６．０～１９．０ ０．１５３

新 ６．０～１９．０
９．３～５０．０

０．１５３
０．１６４

愛 媛 県 報平成１８年１月２７日 第１７２９号
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公 告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１８年１月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

事務椅子の購入

� 購入物品名及び数量

事務椅子７１５脚

� 購入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 納入期限

平成１８年３月３１日

� 納入場所

愛媛県庁及び地方機関（全１５箇所）

� 入札方法

その関係図面は、宇和島地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０７号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人が指定されたので、愛媛県証紙条例（昭和３９年愛媛県条例第８号）第５条第３項の規定

により告示する。

平成１８年１月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宿毛城辺線
南宇和郡愛南町脇本８０２番６から

同町脇本７５０番２まで
平成１８年１月２７日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 一本松城辺線 南宇和郡愛南町上大道１０６５番地先
旧 ７．０～７．２ ０．００８

新 ７．０～９．０ ０．００８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 一本松城辺線 南宇和郡愛南町上大道１０６５番地先 平成１８年１月２７日

指定
番号

売 り さ ば き 人
売 り さ ば き 所 指 定 年 月 日

住 所 氏 名 又 は 名 称

八第
２７号

八幡浜市松柏丙６５４番地 愛媛県立八幡浜高等学校Ｐ．Ｔ．Ａ 八幡浜市松柏丙６５４番地
愛媛県立八幡浜高等学校内

平成１８年１月１２日

愛 媛 県 報平成１８年１月２７日 第１７２９号
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雑 報

入札書に記載された金額をもって落札価格とするので

、入札者は、消費税及び地方消費税相当分を含む単価に

契約数量を乗じた金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「文具・事務用機器類」に

ついて平成１６年度及び平成１７年度の製造の請負等に係る一

般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、

次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 納入期限までに確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にな

い者であること。

� 修理、点検、保守その他アフターサービスを長期にわ

たり円滑に実施できる者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の

交付場所及び問い合わせ先

愛媛県総務部管理局総務管理課用品調達係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２１５６

� 入札書の受領期限

平成１８年２月１７日（金）午後６時

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成１８年２月１７日（金）午後６時

愛媛県総務部管理局総務管理課入札室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５

条から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入

札書に、この公告に示した物品を納入できることを証明

する書類を添付して、入札書の受領期限までに提出しな

ければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められ

た場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入

札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入

札書は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した

入札者であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づ

いて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Ｓｕｍｍａｒｙ

� Nature and quantity of the product to be purchased：
Office Chairs，７１５ sets

� Time limit of tender：６：００p．m．，１７ February２００６
� For further information，please contact： Supplies
Procurement Section，General Administration Division，
General Affairs Department，Ehime Prefectural
Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime
７９０―８５７０ Japan
TEL０８９―９１２―２１５６

�公 告

事後調査報告書について

愛媛県環境影響評価条例（平成１１年愛媛県条例第１号）第

３６条の規定により、次の対象事業について事後調査報告書を

作成したので、同条例第３８条の規定により、次のとおり公告

します。

平成１８年１月２７日

住友金属鉱山株式会社

代表取締役社長 福 島 孝 一

１ 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

� 事業者の名称 住友金属鉱山株式会社

� 代表者の氏名 代表取締役社長 福島孝一

� 主たる事務所の所在地 東京都港区新橋五丁目１１番３

号

２ 対象事業の名称、種類及び規模

� 名称 住友金属鉱山株式会社東予工場硫酸設備増強計

画

� 種類 製造業に係る工場の規模の変更の事業

� 規模 排出水量２４６，１００�／日増加
３ 対象事業の実施区域

愛媛県西条市船屋字新地乙１４５番地１

４ 関係地域の範囲

愛媛県西条市及び新居浜市

５ 事後調査報告書及び要約書の縦覧の場所、期間及び時間

� 縦覧場所 愛媛県庁、新居浜市役所及び西条市役所

� 縦覧期間 平成１８年１月２７日から２月２７日まで

� 縦覧時間 ９時から１７時まで
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古紙配合率100％再生紙を使用しています 
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